
「独立採算」及び「汚水は下水道使用料、雨水は公費」について（差替え） 

 

① ２ページの２・３行目に記載の「汚水は下水道使用料、雨水は公費」について 

  地方公営企業法第１７条の２第１項に基づき、経費の負担区分は「汚水私費・雨水公費」が原則となっ

ています。 

  なお、第１項の冒頭で「次に揚げる地方公営企業の経費で政令で定めるものは」とありますが、下水道

事業については、毎年、総務副大臣通知の「地方公営企業操出金について」で負担対象となる経費が示さ

れます。 

 

② ２ページの２行目に記載の「独立採算」について 

  地方公営企業法第１７条の２第２項に基づき、下水道事業は独立採算が求められています。 

 

・地方公営企業法 

第１７条 地方公営企業の経理は、第二条第一項に掲げる事業ごとに特別会計を設けて行なうものとす

る。但し、同条同項に掲げる事業を二以上経営する地方公共団体においては、政令で定めるところによ

り条例で二以上の事業を通じて一の特別会計を設けることができる。 

 

第１７条の２ 次に掲げる地方公営企業の経費で政令で定めるものは、地方公共団体の一般会計又は他

の特別会計において、出資、長期の貸付け、負担金の支出その他の方法により負担するものとする。 

一 その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費 

二 当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営に伴う収入のみをもつて充て

ることが客観的に困難であると認められる経費 

２ 地方公営企業の特別会計においては、その経費は、前項の規定により地方公共団体の一般会計又は

他の特別会計において負担するものを除き、当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てなければ

ならない。 

 

第１７条の３ 地方公共団体は、災害の復旧その他特別の理由により必要がある場合には、一般会計又

は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に補助をすることができる。 

 

※ 下水道事業は、令和２年度から地方公営企業法の財務規定等の一部適用を開始したため、「独立採算」

の根拠法が、地方財政法第６条から地方公営企業法第１７条の２に代わりました。 

 

・地方財政法 第６条 

   公営企業で政令で定めるものについては、その経理は、特別会計を設けてこれを行い、その経費は、

その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費及び当該公営企業の

性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営に伴う収入のみをもつて充てることが客観的に困難で

あると認められる経費を除き、当該企業の経営に伴う収入（第五条の規定による地方債による収入を含

む。）をもつてこれに充てなければならない。但し、災害その他特別の事由がある場合において議会の

議決を経たときは、一般会計又は他の特別会計からの繰入による収入をもつてこれに充てることができ

る。 

 



③ １ページ下段の「経費回収率」の算出における「公費負担分を除く」について 

 「公費負担分」とは、一般会計負担金の対象経費のことで、汚水処理費は一般会計負担金分を含まない。 

※一般会計負担金の内訳は、別紙のとおりです 

 

④ ２ページの「・」５個目の行に記載の「一層の経費縮減や効率化などに努める」の内容について 

 ・北部・中部の浄化センターの維持管理業務への包括的民間委託の導入（中部：平成 19年 5月～、北部：

平成 23年 10月～。中部に初めて包括委託を導入した際の事後検証では、年間 7,200万円の削減効果） 

・改築更新に合わせた機器類の省エネ化及び高効率化による台数削減の実施 

・点検、調査の結果を踏まえた予防保全型の維持補修による延命化 

・建設事業の規模に合わせた定員管理 などを行うとともに、効率的な運転による経費の削減に努めてい

ますが、人件費や物価の変動などもあるため、削減額として示せる数値はございません。 




